
計画の推進方策について

１ 論 点

計画の総合的・体系的な推進方策について検討

① 推進体制等の整備

② 各主体の役割

③ 府による連携方策

④ 計画の進行管理（ＰＤＣＡ）

２ 内 容

① 推進体制等の整備

主 体 内 容
京都府 □組織体制の強化

・「京都府地球温暖化対策推進本部（本部長＝知事）」の設置、運営

・担当部署の拡充（「地球温暖化対策プロジェクト」の増員、専門職

員の確保・育成）

・地域推進体制の整備（広域振興局における担当者の配置）

・環境マネジメントシステム推進体制の強化（各所属におけるエコオ

フィス推進員の配置等）

市町村 □組織体制の強化

・担当部署の明確化、担当者の設置

□計画の策定

・実行計画（１０→２８全市町村）

・推進計画（４→２８全市町村）

推進センター □組織体制の強化

・人材の確保・育成（専門技術スタッフ等）

□地域推進体制の整備

・支所等の設置

推進員 □体制の強化

・推進員の増員（１６８名→○○○名）

※全市町村で複数人以上の設置

□研修の充実によるスキルアップ

地域協議会 □組織体制の強化

・全市町村で設置（７→２８協議会）

・参加団体等の拡充、人材の確保・育成（専任スタッフ等）

事業者 □組織体制の強化

・ＫＥＳの取得（４００→○○○事業者）

・エコマイスターの設置

※エコドライブマイスター（２００名＋α）

※省エネマイスター（５０名＋α）

※エコカーマイスター（１００名＋α）

府民 □取組の強化

・インターネット環境家計簿の利用（７００→１万世帯）

京と地球の □組織体制の強化

共生府民会議 ・参加団体等の拡充、機能強化



② 各主体の役割

主 体 役 割
京都府 □府域の自然的・社会的条件を活かした総合的かつ計画的な地球温暖化

対策の推進（地球温暖化対策推進法第20条に基づく「地域推進計画」

（「京都府地球温暖化対策推進計画（仮称）」）の策定及び推進等）

□自らの事務事業における温室効果ガス排出抑制等の推進（地球温暖化

対策推進法21条に基づく実行計画（「新・21世紀府庁プラン」）の策

定及び推進等）

□市町村に対する支援（地球温暖化対策推進法に基づく「実行計画」及

び「地域推進計画」の策定及び推進等）

□事業者、府民、観光旅行者等及び環境保全活動団体に対する支援

□地球温暖化防止活動推進センター、地球温暖化防止活動推進員及び地

域協議会に対する支援

市町村 □地域の自然的・社会的条件を活かした総合的かつ計画的な地球温暖化

対策の推進（地球温暖化対策推進法に基づく「地域推進計画」の策定

及び推進等）

□自らの事務事業における温室効果ガス排出抑制等の推進（地球温暖化

対策推進法に基づく「実行計画」の策定及び推進等）

□府民（住民）、事業者、環境保全活動団体等に対する支援

□地球温暖化防止活動推進員、地域協議会に対する支援（推進員の活動

支援、地域協議会の設立・活動支援等）

□事業者、住民、観光旅行者等、環境保全活動団体、地球温暖化防止活

動推進センター、地球温暖化防止活動推進員及び地域協議会との連携

及び協働による地球温暖化対策の推進

□国、府、市町村等との連携及び協働による地球温暖化対策の推進

推進センター □府内における地球温暖化防止活動の中核的支援組織として、事業者、

府民、環境保全活動団体、市町村等に対する情報提供、普及啓発、相

談助言及び活動支援

□府が実施する地球温暖化対策への協力及び連携

推進員 □地域における地球温暖化防止活動の指導者として、府民（住民）、事

業者、市町村等に対する情報提供、普及啓発、相談助言及び活動支援

□府、市町村、推進センター、地域協議会等が実施する地球温暖化対策

への協力及び連携

地域協議会 □地域における地球温暖化防止活動の実践組織として、府民（住民）、

事業者、市町村等の参加と協働による地球温暖化対策の推進

□府、市町村、推進センター、推進員等が実施する地球温暖化対策への

協力及び連携



主 体 役 割
事業者 □事業活動における省エネルギーの取組や自然エネルギーの利用、エコ

ドライブやアイドリング・ストップの実行、低公害車の利用など、自

主的かつ計画的な地球温暖化対策の推進

□地球温暖化の防止に関する理解の増進及び環境教育・環境学習、森林

の保全・整備など、地域における地球温暖化防止活動への自主的かつ

積極的な参加及び協働

□国、府、市町村等が実施する地球温暖化対策への協力

府民 □日常生活における省エネルギーの取組や自然エネルギーの利用、エコ

ドライブやアイドリング・ストップの実行、低公害車の利用など、自

主的かつ積極的な地球温暖化対策の推進

□地球温暖化の防止に関する理解の増進及びリサイクル運動、グリーン

購入、森林の保全・整備など、地域における地球温暖化防止活動への

自主的かつ積極的な参加及び協働

□国、府、市町村等が実施する地球温暖化対策への協力

観光旅行者等 □滞在中の活動における公共交通機関の利用やエコドライブ、アイドリ

ング・ストップの実行、ゴミの発生抑制、リサイクルへの協力など、

自主的かつ積極的な地球温暖化対策の推進

□府、市町村等が実施する地球温暖化対策への協力

環境保全活動団体 □事業者や府民、観光旅行者等に対する地球温暖化の防止に関する普及

啓発及び地球温暖化対策に対する参加及び協働の促進

□地球温暖化対策の自主的かつ積極的な推進並びに環境保全活動団体相

互の交流及び連携の促進

③ 府による連携方策

相手方 内 容
市町村 □連絡会議（担当課長会議等）の定期開催による情報提供、意見交換、

連携事業の実施

□地域推進計画や実行計画の策定や推進、環境マネジメントシステムの

構築等に対する支援

推進センター □事業委託等を通じた連携事業の実施

推進員 □推進センター、推進員、地域協議会との連絡会議の開催による情報提

地域協議会 供、意見交換、連携事業の実施

□推進センターと連携した推進員研修会の開催

環境保全活動団体 □環境保全活動団体、関係団体等で構成する「京と地球の共生府民会議」

関係団体等 における情報交換、意見交換、連携事業の実施

近畿府県等 □「京阪神地球温暖化対策推進会議」、「近畿ブロック知事会議」、「近

畿環境担当部長会議」、「地域エネルギー・温暖化対策推進会議」、「関

西広域連携協議会」等における情報交換、意見交換、連携事業の実施



④ 計画の進行管理（ＰＤＣＡ）

計画（条例）に基づく対策（施策、事務・事業）の実施状況について、ＰＤＣＡサイクル

（ＰＬＡＮ（企画）－ＤＯ（実施）－ＣＨＥＣＫ（評価）－ＡＣＴＩＯＮ（見直し）の下で

進行管理を行い、継続的改善を図る。

また、評価に当たっては、事業成果（アウトカム）による具体的な指標や数値目標を設定

し、客観的評価を行う。

項 目 内 容
ＰＬＡＮ（企画） □「地球温暖化対策条例」の制定

□「地球温暖化対策推進計画」の策定

（□「新・21世紀府庁プラン」の策定）

ＤＯ（実施） □「地球温暖化対策条例」の施行・運用

□「地球温暖化対策推進計画」の推進

□各主体の自主的取組の推進

□各主体間の連携・協働（パートナーシップ）による取組の推進

ＣＨＥＣＫ（評価） □対策評価（年度毎）

・府内における温室効果ガスの排出状況

・計画（条例）に基づく対策の進捗状況

・温室効果ガス削減の数値目標の達成状況

□府民参画（パブリックコメント、府民意識調査の実施）

□第三者評価（京都府環境審議会の活用）

□情報公開・説明責任（京都府環境白書の活用・充実）

ＡＣＴＩＯＮ（見直し）□「地球温暖化対策推進計画」の見直し（定期的）

□「地球温暖化対策条例」の見直し（適時）


